
目
　
　
　
　
　
次

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

平成19年 3 月30日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第22号

１

ペ
ー
ジ

教
育
委
員
会
規
則

◯
秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二

・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
教
育
機
関
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
三
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
秋
田
県
教
育
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
四
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
１

◯
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
（
五
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
教
育
職
員
免
許
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
六
・
義
務

教
育
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則

の
整
理
に
関
す
る
規
則
（
七
・
特
別
支
援
教
育
課
）
…
…
…
…
…
…
…
８

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
太
　
田
　
宥
　
子

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
教
育
委
員

会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
第
二
十
九
号
を
第
三
十
号
と
し
、
第
二
十
八
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
九
　
秋
田
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
第
十
七
号
を
削
る
。

第
八
条
第
一
項
第
十
七
号
中
「
、
秋
田
県
立
子
ど
も
博
物
館
」
を
削
る
。

第
十
五
条
第
三
項
の
表
中
第
十
九
号
を
削
り
、
第
二
十
号
を
第
二
十
二
号

と
し
、
第
十
八
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

第
十
六
条
の
表
秋
田
県
立
子
ど
も
博
物
館
の
項
を
削
る
。

第
二
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条

削
除

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
、
子
ど
も
博
物
館
」
を
削
る
。

第
三
十
条
第
三
項
の
表
第
一
号
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
中
「
子
ど
も
博

物
館
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

教
育
機
関
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
太
　
田
　
宥
　
子

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

教
育
機
関
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

教
育
機
関
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
教

育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
五
章
　
子
ど
も
博
物
館
（
第
二
十
条
―
第
二
十
三
条
）
」
を

「
第
五
章
　
削
除
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
除
く
。
」
の
下
に
「
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て
同

じ
。
」
を
加
え
、
「
当
該
各
号
」
を
「
、
当
該
各
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一

号
中
「
土
曜
日
、
」
を
「
土
曜
日
又
は
」
に
改
め
、
「
又
は
第
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
館
内
整
理
日
（
次
号
に
お
い
て
「
日
曜
日
等
」
と
総
称
す

る
。
）
」
を
削
り
、
「
午
後
五
時
」
を
「
午
後
六
時
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
中
「
日
曜
日
等
」
を
「
日
曜
日
、
土
曜
日
又
は
休
日
」
に
、
「
午
後
五

時
」
を
「
午
後
六
時
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
午
前
九
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
」
を
「
午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
図
書
館
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
一
月
及
び
十
二
月
を
除
く
各
月
の
初
日
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
日
が

日
曜
日
、
土
曜
日
又
は
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日
後
に
お
い
て

そ
の
日
に
最
も
近
い
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
で
な
い
日

第
三
条
第
一
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を

第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と

し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三

項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

秋
田
県
立
図
書
館
あ
き
た
文
学
資
料
館
の
休
館
日
は
、
次
に
掲
げ
る
日

と
す
る
。

一
　
月
曜
日

二
　
一
月
一
日
か
ら
同
月
三
日
ま
で
の
日

三
　
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
日

四
　
館
長
が
別
に
定
め
る
特
別
整
理
期
間
に
当
た
る
日

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条

削
除

第
五
条
中
「
図
書
館
」
を
「
秋
田
県
立
図
書
館
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

「
図
書
館
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
五
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
章

削
除

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で

削
除

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
教
育
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
太
　
田
　
宥
　
子

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

秋
田
県
教
育
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
教
育
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
六
十
二
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
公
開
請
求
書
の
様
式
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
中
「
の
規
定
に
よ
る
公
開
請
求
」
を
「
に
規
定
す
る
公
開
請
求
書
の
様

式
」
に
改
め
、
「
請
求
書
に
よ
り
行
う
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前

項
」
を
「
同
項
」
に
、
「
請
求
書
を
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
又
は
電
子
メ
ー
ル
を
利

用
し
て
送
信
す
る
こ
と
」
を
「
公
開
請
求
書
を
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い

て
送
信
す
る
方
法
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

秋
田
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条

教

育

委

員

会

規

則

十
九

二
十

二
十
一

文
化
財
主
査

文
化
財
主
任

文
化
財
主
事

課室

文
化
財
に
関
す
る
特
定
の
事
務
の
企

画
、
調
査
等
に
関
す
る
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
。

文
化
財
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す

る
。

文
化
財
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
。
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２

例
（
平
成
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
条
例
第
九
条
第
一
項
の
公
開
請
求
書
の

提
出
を
す
る
場
合
に
は
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
を
教
育
委
員
会
に
送
信
し
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
太
　
田
　
宥
　
子

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
秋
田
県

教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
六
条
第
二
項
中
「
管
理
職
手
当
額
表
は
」
を
「
管
理
職
手
当
の
月

額
は
、
」
に
改
め
、
「
別
表
第
十
の
五
」
の
下
に
「
及
び
別
表
第
十
の
六
」

を
加
え
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
六
十
条
第
二
項
中
「
、
異
動
等
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
に
達
す
る
ま

で
の
間
は
百
分
の
四
、
同
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
に
達
し
た
後
に
」
を
削

る
。第

六
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
別
表
第
十
の
五
の
月
額
欄
に
規
定
す
る
割

合
の
」
を
「
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
百

分
の
十
二
、
百
分
の
十
四
及
び
百
分
の
十
六
」
を
「
六
種
、
五
種
及
び
四

種
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
十
」
を
「
七
種
」
に
改
め
る
。

第
七
十
四
条
の
三
の
三
を
削
る
。

第
七
十
四
条
の
四
中
「
第
七
十
四
条
の
二
、
」
を
「
第
七
十
四
条
の
二
及

び
」
に
改
め
、「
及
び
前
条
第
一
項
」
及
び
「
又
は
休
息
時
間
」
を
削
る
。

別
表
第
五
中
「
、
盲
学
校
、
聾
学
校
又
は
養
護
学
校
」
を
「
又
は
特
別
支

援
学
校
」
に
、
「
盲
学
校
、
聾
学
校
若
し
く
は
養
護
学
校
」
を
「
特
別
支
援

学
校
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
の
三
及
び
別
表
第
十
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
■
の
３
（
第
■
条
関
係
）

別
表
第1
0

の
５
（
第5

6

条
関
係
）

別
表
第
十
の
五
の
次
に
別
表
第
十
の
六
を
加
え
る
。

別
表
第1

0

の
６
（
第5

6

条
関
係
）

１
　
教
育
職
（
一
）
給
料
表

２
　
教
育
職
（
二
）
給
料
表

３
　
行
政
職
給
料
表

別
表
第
十
三
の
一
級
地
（
昭
和
四
十
七
年
五
月
一
日
指
定
）
保
呂
羽
小
学

校
の
項
、
一
級
地
（
平
成
二
年
一
月
一
日
指
定
）
上
桧
木
内
小
学
校
の
項
並

び
に
一
級
地
（
平
成
八
年
一
月
一
日
指
定
）
沖
田
面
小
学
校
の
項
及
び
太
平

小
学
校
木
曾
石
分
校
の
項
を
削
る
。

別
表
第
十
三
の
三
中
「
学
校
名
」
を
「
学
校
等
の
名
称
」
に
改
め
、
同
表

平
成
十
四
年
一
月
一
日
指
定
小
沢
田
小
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
平
成
十
四

年
一
月
一
日
指
定
西
中
学
校
の
項
中
「
西
中
学
校
」
を
「
西
仙
北
西
中
学

校
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

、
盲
学
校
、
聾 ろ
う学
校
又
は
養
護
学
校
　
　
　
又
は
特
別
支

援
学
校
　
　
　
　
盲
学
校
、
聾 ろ
う学
校
若
し
く
は
養
護
学
校
　
　
　
特
別
支
援

学
校

別
表
第
1
0
の
３
（
第
5
5
条
関
係
）

勤
務
箇
所

市
町
村
立
の

小
学
校
及
び

中
学
校

職
　
　
　
　
　
員

■
学
校
教
育
法
（
昭
和
22年

法
律
第
26

号
）
第
75条

第
２
項
に
規
定
す
る
特
別

支
援
学
級
を
担
当
し
、
特
別
支
援
教
育

に
直
接
従
事
す
る
こ
と
を
本
務
と
す
る

職
員

■
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
22年

文
部
省
令
第
1
1
号
）
第
7
3
条
の
2
1
第

１
項
に
規
定
す
る
児
童
又
は
生
徒
に
対

調
整
数

２
（
１
）

（
２
）

市
町
村
立
の

小
学
校
及
び

中
学
校

■
学
校
教
育
法
（
昭
和
22年

法
律
第
26

号
）
第
75条

第
２
項
に
規
定
す
る
特
別

支
援
学
級
を
担
当
し
、
特
別
支
援
教
育

に
直
接
従
事
す
る
こ
と
を
本
務
と
す
る

職
員

■
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
22年

文
部
省
令
第
1
1
号
）
第
7
3
条
の
2
1
第

１
項
に
規
定
す
る
児
童
又
は
生
徒
に
対

す
る
特
別
支
援
教
育
に
直
接
従
事
す
る

こ
と
を
本
務
と
す
る
職
員

■
児
童
福
祉
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第

1
6
4
号
）
第
4
4
条
に
規
定
す
る
児
童

自
立
支
援
施
設
内
に
設
置
す
る
分
校
に

お
い
て
、
教
育
に
直
接
従
事
す
る
こ
と

を
本
務
と
す
る
職
員（
教
頭
を
除
く
。
）

児
童
福
祉
法
第
4
4
条
に
規
定
す
る
児

童
自
立
支
援
施
設
内
に
設
置
す
る
分
校
に

お
い
て
、
教
育
に
直
接
従
事
す
る
こ
と
を

本
務
と
す
る
教
頭

２１

（
１
）

（
３
）

（
２
）

別
表
第
1
0
の
５
（
第
5
6
条
関
係
）

組
　
　
織

市
町
村
立
の

小
学
校
及
び

中
学
校

職

校
長

教
頭

統
括
事
務
長

区
　
　
　
　
　
　
　
　
分

六
種
（
県
の
教
育
委
員
会
が
県
の

人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
別
に
定

め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
種
又

は
五
種
）

七
種
（
県
の
教
育
委
員
会
が
県
の

人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
別
に
定

め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
六
種
）

七
種

別
表
第
1
0
の
６
（
第
5
6
条
関
係
）

１
　
教
育
職
■
給
料
表

（
一
）

職
務
の
級

４
級

３
級

区
分

四
種

五
種

六
種

六
種

管
理
職
手
当
の
月
額

7
0
,1
0
0
円

6
1
,4
0
0
円

5
2
,6
0
0
円

5
2
,5
0
0
円

職
務
の
級

４
級

３
級

区
分

四
種

五
種

六
種

六
種

七
種

管
理
職
手
当
の
月
額

7
0
,1
0
0
円

6
1
,4
0
0
円

5
2
,6
0
0
円

5
2
,5
0
0
円

4
3
,7
0
0
円

２
　
教
育
職
■
給
料
表

（
二
）

職
務
の
級

４
級

３
級

区
分

四
種

五
種

六
種

六
種

七
種

管
理
職
手
当
の
月
額

7
2
,8
0
0
円

6
3
,7
0
0
円

5
4
,6
0
0
円

5
2
,9
0
0
円

4
4
,1
0
0
円

３
　
行
政
職
給
料
表

職
務
の
級

６
級

５
級

４
級

区
分

七
種

七
種

七
種

管
理
職
手
当
の
月
額

4
1
,6
0
0
円

3
9
,7
0
0
円

3
7
,0
0
0
円

平
成
十
九
年
四
月

一
日
指
定

上
小
阿
仁
小
学
校

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村



３

す
る
特
別
支
援
教
育
に
直
接
従
事
す
る

こ
と
を
本
務
と
す
る
職
員

■
児
童
福
祉
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第

1
6
4
号
）
第
4
4
条
に
規
定
す
る
児
童

自
立
支
援
施
設
内
に
設
置
す
る
分
校
に

お
い
て
、
教
育
に
直
接
従
事
す
る
こ
と

を
本
務
と
す
る
職
員（
教
頭
を
除
く
。
）

児
童
福
祉
法
第
4
4
条
に
規
定
す
る
児

童
自
立
支
援
施
設
内
に
設
置
す
る
分
校
に

お
い
て
、
教
育
に
直
接
従
事
す
る
こ
と
を

本
務
と
す
る
教
頭

１

（
３
）

七
種

4
3
,7
0
0
円

平成19年 3 月30日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第22号

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田

県
条
例
第
五
十
九
号
）
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
職
手

当
を
支
給
す
る
職
員
の
う
ち
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
市
町
村
立
学

校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五

十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
手
当
の
額
が
経
過
措
置
基
準
額
に

達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
に
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
、
当
該
管
理
職
手
当
の
ほ
か
、
当
該
管
理
職
手
当
の
額
と
経
過
措
置

基
準
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
管
理
職
手
当

と
し
て
支
給
す
る
。

一
　
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
　
百

分
の
百

二
　
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
七
十
五

三
　
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
　

百
分
の
五
十

四
　
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
　

百
分
の
二
十
五

３

前
項
に
規
定
す
る
経
過
措
置
基
準
額
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
い
う
。

一
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に

適
用
さ
れ
て
い
た
給
料
表
と
同
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

（
以
下
「
同
一
給
料
表
適
用
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
同
日
に

属
し
て
い
た
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
に
属
す
る
職
員
以
外
の

も
の
の
う
ち
、
相
当
区
分
職
員
（
同
日
に
お
い
て
占
め
て
い
た
こ
の
規

則
に
よ
る
改
正
前
の
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則

（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
第
二
項
に
規
定

す
る
別
表
第
十
の
五
に
掲
げ
る
職
に
係
る
同
表
の
月
額
欄
に
定
め
る
割

合
（
以
下
「
旧
支
給
割
合
」
と
い
う
。
）
に
対
応
す
る
附
則
別
表
の
新

区
分
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
対
応
す
る
新
規
則
別
表
第
十
の
五
に
掲
げ
る

職
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

同
日
に
そ

の
者
が
受
け
て
い
た
管
理
職
手
当
の
額

二
　
同
一
給
料
表
適
用
職
員
で
あ
っ
て
、
施
行
日
の
前
日
に
属
し
て
い
た

平
成
十
九
年
四
月

一
日
指
定

上
小
阿
仁
小
学
校

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村

職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
に
属
す
る
職
員
以
外
の
も
の
の
う

ち
、
下
位
区
分
相
当
職
員
（
旧
支
給
割
合
よ
り
低
い
割
合
に
対
応
す
る

附
則
別
表
の
新
区
分
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
対
応
す
る
新
規
則
別
表
第
十

の
五
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
第
四
号
に
お
い
て
同

じ
。
）

施
行
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
新
規
則
別
表
第
十

の
五
の
区
分
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
対
応
す
る
附
則
別
表
の
旧
支
給
割
合

を
施
行
日
の
前
日
に
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
そ
の
者
が
同
日
に
受
け

る
こ
と
と
な
る
管
理
職
手
当
の
額

三
　
同
一
給
料
表
適
用
職
員
で
あ
っ
て
、
施
行
日
の
前
日
に
属
し
て
い
た

職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
に
属
す
る
も
の
の
う
ち
、
相
当
区
分

職
員
　
同
日
に
そ
の
者
が
当
該
下
位
の
職
務
の
級
に
降
格
し
た
と
し
た

な
ら
ば
そ
の
者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
管
理
職
手
当
の
額

四
　
同
一
給
料
表
適
用
職
員
で
あ
っ
て
、
施
行
日
の
前
日
に
属
し
て
い
た

職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
に
属
す
る
も
の
の
う
ち
、
下
位
区
分

相
当
職
員
　
同
日
に
そ
の
者
が
当
該
下
位
の
職
務
の
級
に
降
格
し
、
か

つ
、
施
行
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
新
規
則
別
表
第
十
の
五

の
区
分
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
対
応
す
る
附
則
別
表
の
旧
支
給
割
合
を
施

行
日
の
前
日
に
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
そ
の
者
が
同
日
に
受
け
る
こ

と
と
な
る
管
理
職
手
当
の
額

五
　
同
一
給
料
表
適
用
職
員
で
あ
っ
て
、
施
行
日
の
前
日
に
属
し
て
い
た

職
務
の
級
と
同
一
の
職
務
の
級
に
属
す
る
も
の
の
う
ち
、
旧
支
給
割
合

よ
り
高
い
割
合
に
対
応
す
る
附
則
別
表
の
新
区
分
欄
に
掲
げ
る
区
分
に

対
応
す
る
新
規
則
別
表
第
十
の
五
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
職
員
　
同
日

に
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
管
理
職
手
当
の
額

六
　
施
行
日
以
後
に
給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員
（
施

行
日
以
後
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
を

除
く
。
）

施
行
日
の
前
日
に
当
該
異
動
を
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に

前
各
号
の
規
定
に
準
じ
て
そ
の
者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
管
理
職
手
当

の
額

七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
ほ
か
、
施
行
日
以
後
に
一
般
職
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の

適
用
職
員
で
あ
っ
た
者
等
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
新
た
に

給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
そ
の
他
特
別
の
事
情
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
う
ち
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
考

慮
し
て
前
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
が

人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
職
員
　
前
各
号
の
規
定
に
準
じ
て
教

育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
額

附
則
別
表

給割合

の十六

の十四

の十二

分 の 十

新 区 分

四 種

五 種

六 種

七 種

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

教
育
職
員
免
許
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
太
　
田
　
宥
　
子

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

教
育
職
員
免
許
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
職
員
免
許
法
施
行
細
則
（
平
成
元
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
（三）
中
「
免
許
証
」
を
「
免
許
状
授
与
の
基
礎
資
格
に
係
る

免
許
証
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
第
五
号
中
（七）
を
（八）
と
し
、
（三）
か
ら
（六）
ま
で
を
一
つ
ず
つ
繰

り
下
げ
、
（二）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（三）

免
許
状
授
与
の
基
礎
資
格
に
係
る
免
許
証
の
写
し

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
別
支
援
教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
）

第
三
条
の
二

本
県
に
お
い
て
特
別
支
援
学
校
の
教
員
の
免
許
状
の
授
与
を

受
け
た
者
が
、
そ
の
授
与
を
受
け
た
後
、
当
該
免
許
状
に
当
該
免
許
状
に

定
め
ら
れ
て
い
る
特
別
支
援
教
育
領
域
以
外
の
特
別
支
援
教
育
領
域
（
以

下
「
新
教
育
領
域
」
と
い
う
。
）
の
追
加
の
定
め
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
は
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
願
い
出
を
す
る
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
の
条

に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
当
該
免
許
状
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

法
別
表
第
七
の
規
定
に
よ
り
特
別
支
援
学
校
教
諭
の
一
種
免
許
状
又
は

二
種
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
別

表
第
五
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

６

法
第
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
職
員
検
定
に
よ
り
特
別
支

援
学
校
教
諭
の
一
種
免
許
状
又
は
二
種
免
許
状
に
新
教
育
領
域
の
追
加
の

定
め
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の
当
該
新
教
育
領
域
に
関
す
る
科
目
に
係

る
単
位
の
修
得
方
法
は
、
別
表
第
五
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
八
条
中
「
別
表
第
五
」
を
「
別
表
第
六
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
を
別
表
第
六
と
し
、
別
表
第
四
の
次
に
次
の
二
表
を
加
え
る
。

別
表
第
五

法
別
表
第
七
の
規
定
に
よ
り
特
別
支
援
学
校
教
諭
の
一
種
免
許

状
又
は
二
種
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
の
単
位
の
修
得
方
法
（
第
七

条
関
係
）

旧支給割合

百分の十六

百分の十四

百分の十二

百 分 の 十

新 区 分

四 種

五 種

六 種

七 種
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備
考一

　
第
二
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
は
、
視
覚
障
害
者
又
は
聴
覚
障

害
者
に
関
す
る
教
育
の
領
域
を
定
め
る
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ

う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
教
育
領
域
に
関
す
る
心
身
に

障
害
の
あ
る
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
の
心
理
、
生
理
及
び
病
理
に

関
す
る
科
目
（
以
下
「
心
理
等
に
関
す
る
科
目
」
と
い
う
。
）
並

び
に
当
該
領
域
に
関
す
る
心
身
に
障
害
の
あ
る
幼
児
、
児
童
又
は

生
徒
の
教
育
課
程
及
び
指
導
法
に
関
す
る
科
目
（
以
下
「
教
育
課

程
等
に
関
す
る
科
目
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位

以
上
合
わ
せ
て
二
単
位
以
上
を
修
得
し
、
知
的
障
害
者
、
肢
体
不

自
由
者
又
は
病
弱
者
に
関
す
る
教
育
の
領
域
を
定
め
る
免
許
状
の

授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
心
理
等
に
関
す
る

科
目
及
び
教
育
課
程
等
に
関
す
る
科
目
に
つ
い
て
合
わ
せ
て
二
単

位
以
上
を
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

二
　
第
三
欄
に
掲
げ
る
科
目
は
、
視
覚
障
害
者
、
聴
覚
障
害
者
、
知

的
障
害
者
、
肢
体
不
自
由
者
及
び
病
弱
者
に
関
す
る
教
育
並
び
に

そ
の
他
障
害
に
よ
り
教
育
上
特
別
の
支
援
を
必
要
と
す
る
者
に
対

す
る
教
育
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
免

許
状
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
特
別
支
援
教
育
領
域
に
関
す
る

事
項
以
外
の
全
て
の
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。

別
表
第
五
の
二

法
第
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
職
員
検
定
に

よ
り
特
別
支
援
学
校
教
諭
の
一
種
免
許
状
又
は
二
種
免
許
状
に
新
教
育
領

域
の
追
加
の
定
め
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の
当
該
新
教
育
領
域
に
関
す

る
科
目
に
係
る
単
位
の
修
得
方
法
（
第
七
条
関
係
）

備
考
　
法
第
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
職
員
検
定
に
よ
り

特
別
支
援
学
校
教
諭
の
一
種
免
許
状
又
は
二
種
免
許
状
に
新
教
育

領
域
の
追
加
の
定
め
を
受
け
る
場
合
の
別
表
第
五
の
規
定
に
よ
り

修
得
す
る
も
の
と
さ
れ
る
単
位
は
、
新
教
育
領
域
の
追
加
の
定
め

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
免
許
状
の
授
与
を
受
け
た
際
又
は
過
去

に
新
教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
を
受
け
た
際
に
修
得
し
た
単
位

（
新
た
に
追
加
の
定
め
を
受
け
よ
う
と
す
る
新
教
育
領
域
に
関
す

る
科
目
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
も
っ
て
こ
れ
に
替
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
科

目
に
つ
い
て
修
得
し
た
単
位
数
が
同
欄
に
定
め
る
最
低
修
得
単
位

数
に
不
足
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
つ

い
て
、
そ
の
不
足
す
る
単
位
数
と
同
数
以
上
の
単
位
を
修
得
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様
式
第
一
号
中
「
２
　
教
科
」
を
「
２
　
教
科
等
」
に
改
め
る
。

「

「

様
式
第
二
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

」

に
、
「
教
科
」
を
「
教
科
等
」
に
、
「
学
校
名
」
を
「
学
校
名
及
び
学
部
・

学
科
名
」
に
改
め
る
。

様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

在職年数三

第
一
欄

特
別
支

援
教
育

の
基
礎

理
論
に

関
す
る

科
目一

第
二
欄

授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る

免
許
状
に
定
め
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
特
別
支
援
教
育

領
域
に
関
す
る
科
目

二

第
三
欄

免
許
状

に
定
め

ら
れ
る

こ
と
と

な
る
特

別
支
援

教
育
領

域
以
外

の
領
域

に
関
す

る
科
目

二

第
四
欄

第
一
欄

か
ら
第

三
欄
に

掲
げ
る

科
目
の

い
ず
れ

か
一

最低修得単位数六

心
身
に
障
害

の

あ

る

幼

児
、
児
童
又

は
生
徒
の
心

理
、
生
理
及

び
病
理
に
関

す
る
科
目

心
身
に
障
害

の

あ

る

幼

児
、
児
童
又

は
生
徒
の
教

育
課
程
及
び

指
導
法
に
関

す
る
科
目

視
覚
障
害
者
又
は
聴
覚
障
害
者
に
関
す
る
教
育
の
領
域
を
定
め

る
場
合

知
的
障
害
者
、
肢
体
不
自
由
者
又
は
病
弱
者
に
関
す
る
教
育
の

領
域
を
定
め
る
場
合

二一

２
　
教
科
　
　
　
２
　
教
科
等

氏
名

ふ
り
が
な

氏
名

教
科
　
　
　
教
科
等
　
　
　
　
学
校
名
　
　
　
学
校
名
及
び
学
部
・

学
科
名



平成19年 3 月30日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第22号

５



平成19年 3 月30日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第22号

６

様
式
第
九
号
中
「
教
科
」
を
「
教
科
等
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
号
及
び
様
式
第
十
一
号
中
「
教
科
」
を
「
教
科
等
」
に
改
め

る
。様

式
第
十
三
号
中
「
特
殊
学
級
」
を
「
特
別
支
援
学
級
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

教
科
　
　
　
教
科
等

教
科
　
　
　
教
科
等

特
殊
学
級
　
　
　
特
別
支
援
学
級
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様
式
第
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
十
五
号

特
別
免
許
状
（
第
十
二
条
関
係
）

様
式
第
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
十
六
号

臨
時
免
許
状
（
第
十
二
条
関
係
）

附
　
則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
教
育
職
員
免
許
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様

式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整

理
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
太
　
田
　
宥
　
子

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則

の
整
理
に
関
す
る
規
則

（
秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
学
則
（
昭
和
六
十
年
秋
田
県
教
育
委
員

会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

秋
田
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則

第
一
条
中
「
盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学
校
（
以
下
「
特
殊
教
育
学

校
」
と
い
う
。
）
」
を
「
特
別
支
援
学
校
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
特
殊
教
育
学
校
」
を
「
特
別
支
援
学
校
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
十
号
中
「
秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
学

則
」
を
「
秋
田
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
」
に
改
め
る
。

（
秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
教

育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

秋
田
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則

第
一
条
中
「
盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学
校
」
を
「
特
別
支
援
学

校
」
に
改
め
る
。

様
式
中
「
秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
管
理
規
則
」
を
「
秋
田
県
立
特
別

支
援
学
校
管
理
規
則
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
中
「
殿
」
を
「
様
」
に
、
「
に
よ

り
、
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
中
「
に
よ
り
、
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
様
式
別
紙

一
―
一
中
「
盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
、
肢し

体
不
自
由
養
護
学
校
及
び
病
弱
養
護

学
校
」
を
「
視
覚
障
害
者
、
聴
覚
障
害
者
、
肢
体
不
自
由
者
又
は
病
弱
者

で
あ
る
児
童
又
は
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
主
と
し
て
行
う
特
別
支
援
学

校
」
に
、
「
知
的
障
害
養
護
学
校
」
を
「
知
的
障
害
者
で
あ
る
児
童
又
は

生
徒
に
対
す
る
教
育
を
主
と
し
て
行
う
特
別
支
援
学
校
」
に
改
め
、
同
様

式
別
紙
一
―
二
中
「
盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
肢
体
不
自
由
養
護
学
校
」
を

「
視
覚
障
害
者
、
聴
覚
障
害
者
、
肢
体
不
自
由
者
又
は
病
弱
者
で
あ
る
生

徒
に
対
す
る
教
育
を
主
と
し
て
行
う
特
別
支
援
学
校
」
に
、
「
知
的
障
害

養
護
学
校
」
を
「
知
的
障
害
者
で
あ
る
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
主
と
し
て

行
う
特
別
支
援
学
校
」
に
改
め
、
同
様
式
別
紙
一
―
三
中
「
知
的
障
害
養

護
学
校
」
を
「
知
的
障
害
者
で
あ
る
児
童
又
は
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
主

と
し
て
行
う
特
別
支
援
学
校
」
に
改
め
、
同
様
式
別
紙
一
―
四
中
「
知
的

障
害
養
護
学
校
」
を
「
知
的
障
害
者
で
あ
る
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
主
と

し
て
行
う
特
別
支
援
学
校
」
に
改
め
る
。

様
式
第
四
号
中
「
に
よ
り
、
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
様
式
別
紙

一
中
「
盲
学
校
、
聾
学
校
、
肢
体
不
自
由
養
護
学
校
及
び
病
弱
養
護
学

校
」
を
「
視
覚
障
害
者
、
聴
覚
障
害
者
、
肢
体
不
自
由
者
又
は
病
弱
者
で

あ
る
児
童
又
は
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
主
と
し
て
行
う
特
別
支
援
学
校
」

に
、
「
知
的
障
害
養
護
学
校
」
を
「
知
的
障
害
者
で
あ
る
児
童
又
は
生
徒

に
対
す
る
教
育
を
主
と
し
て
行
う
特
別
支
援
学
校
」
に
改
め
、
同
様
式
別

紙
二
中
「
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
肢
体
不
自
由
養
護
学
校
」
を
「
視
覚
障

害
者
、
聴
覚
障
害
者
、
肢
体
不
自
由
者
又
は
病
弱
者
で
あ
る
生
徒
に
対
す

る
教
育
を
主
と
し
て
行
う
特
別
支
援
学
校
」
に
、
「
知
的
障
害
養
護
学

校
」
を
「
知
的
障
害
者
で
あ
る
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
主
と
し
て
行
う
特

別
支
援
学
校
」
に
改
め
、
同
様
式
別
紙
三
中
「
知
的
障
害
養
護
学
校
」
を

「
知
的
障
害
者
で
あ
る
児
童
又
は
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
主
と
し
て
行
う

特
別
支
援
学
校
」
に
改
め
、
同
様
式
別
紙
四
中
「
知
的
障
害
養
護
学
校
」

を
「
知
的
障
害
者
で
あ
る
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
主
と
し
て
行
う
特
別
支

援
学
校
」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
中
「
殿
」
を
「
様
」
に
改
め
る
。

（
秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
教

育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
県
立
特
殊
教
育
学

校
」
を
「
県
立
特
別
支
援
学
校
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
特
殊
学

級
」
を
「
特
別
支
援
学
級
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
、
第
十
二
号
及
び
第

十
三
号
中
「
県
立
特
殊
教
育
学
校
」
を
「
県
立
特
別
支
援
学
校
」
に
改

め
、
同
条
第
十
四
号
中
「
県
立
特
殊
教
育
学
校
及
び
特
殊
学
級
」
を
「
県

立
特
別
支
援
学
校
及
び
特
別
支
援
学
級
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
教
育
職
員
）
特
別
免
許
状

本
籍
地
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　

年
　
月
　
日
生
　

右
の
者
に
教
育
職
員
免
許
法
（
第
　
条
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
（
左
記
の
教
科
に
つ
い
て
）
（
教
育
職
員
）
特
別
免
許
状
を
授
与

す
る

（
記
）

年
　
月
　
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
　
■

番
号

授
与
条
件

割

印

（
教
育
職
員
）
臨
時
免
許
状

本
籍
地
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　

年
　
月
　
日
生
　

右
の
者
に
（
教
育
職
員
免
許
法
）
（
第
　
条
）
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
（
左
記
の
教
科
に
つ
い
て
）
（
教
育
職
員
）
臨
時
免
許
状
を

（
授
与
）
す
る

（
記
）

年
　
月
　
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
　
■

番
号

授
与
条
件

割

印

行
う
特
別
支
援
学
校
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
的
障
害
養

護
学
校
　
　
　
知
的
障
害
者
で
あ
る
児
童
又
は
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
主

と
し
て
行
う
特
別
支
援
学
校
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
的

障
害
養
護
学
校
　
　
　
知
的
障
害
者
で
あ
る
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
主
と

し
て
行
う
特
別
支
援
学
校

に
よ
り
、

に
よ
り

盲
学
校
、
聾 ろ
う

学
校
、
肢 し

体
不
自
由
養
護
学
校
及
び
病
弱
養
護
学

校
　
　
　
視
覚
障
害
者
、
聴
覚
障
害
者
、
肢
体
不
自
由
者
又
は
病
弱
者
で

あ
る
児
童
又
は
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
主
と
し
て
行
う
特
別
支
援
学
校

知
的
障
害
養
護
学
校
　
　
　
知
的
障
害
者
で
あ
る
児
童
又
は
生
徒

に
対
す
る
教
育
を
主
と
し
て
行
う
特
別
支
援
学
校

盲
学
校
、
聾 ろ
う学
校
及
び
肢 し

体
不
自
由
養
護
学
校
　
　
　
視
覚
障

害
者
、
聴
覚
障
害
者
、
肢
体
不
自
由
者
又
は
病
弱
者
で
あ
る
生
徒
に
対
す

る
教
育
を
主
と
し
て
行
う
特
別
支
援
学
校
　
　
　
　
知
的
障
害
養
護
学

校
　
　
　
知
的
障
害
者
で
あ
る
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
主
と
し
て
行
う
特

別
支
援
学
校
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
的
障
害
養
護
学
校
　

知
的
障
害
者
で
あ
る
児
童
又
は
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
主
と
し
て
行
う

特
別
支
援
学
校
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
的
障
害
養
護
学
校
　
　
　

知
的
障
害
者
で
あ
る
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
主
と
し
て
行
う
特
別
支

援
学
校

殿
　
　
　
様

秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
学

則
　
　
　
秋
田
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則

秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
管
理
規
則
　
　
　
秋
田
県
立
特
別

支
援
学
校
管
理
規
則

殿
　
　
　
様
　
　
　
　
に
よ

り
、

に
よ
り

に
よ
り
、

に
よ
り

盲
学
校
、
聾 ろ
う学
校
、
肢 し

体
不
自
由
養
護
学
校
及
び
病
弱
養
護

学
校
　
　
　
視
覚
障
害
者
、
聴
覚
障
害
者
、
肢
体
不
自
由
者
又
は
病
弱
者

で
あ
る
児
童
又
は
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
主
と
し
て
行
う
特
別
支
援
学

校
　
　
　
　
知
的
障
害
養
護
学
校
　
　
　
知
的
障
害
者
で
あ
る
児
童
又
は

生
徒
に
対
す
る
教
育
を
主
と
し
て
行
う
特
別
支
援
学
校

盲
学
校
、
聾 ろ
う学
校
及
び
肢 し

体
不
自
由
養
護
学
校

視
覚
障
害
者
、
聴
覚
障
害
者
、
肢
体
不
自
由
者
又
は
病
弱
者
で
あ
る
生

徒
に
対
す
る
教
育
を
主
と
し
て
行
う
特
別
支
援
学
校
　
　
　
　
知
的
障
害

養
護
学
校
　
　
　
知
的
障
害
者
で
あ
る
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
主
と
し
て

古紙配合率100％

発

行

者

秋
　
　
田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu

b
arain

satsu
.co.jp

印印


